
令和 5年 8月吉日 

各位 

松山城総合事務所 

二之丸・堀之内管理事務所 

 

二之丸史跡庭園茶室等利用及び駐停車に関するお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、誠にありがとうございます。 

 

さて、この度弊庭園では、コロナ禍による制限も解除され利用が多くなってい

る中、茶室等につきまして別紙のとおり申込方法、利用規約の変更を実施させて

いただきます。 

また併せて、施設の景観維持のため庭園入口前の駐停車についても変更し、許

可制とさせていただきますのでご案内申し上げます。 

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

敬具 

  

記 

 

実施期間：令和 5年 10月 1日（日）～ 

 

※8月 14日(月)から 9月 30日（土）を移行期間とし、駐停車については 

移行期間もご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

駐停車について：別紙参照 

 

以上 

  

問い合わせ先 二之丸・堀之内管理事務所 

指定管理者 株式会社レスパスコーポレーション 

TEL：089-921-2000 



入口 

別紙 

 

午前 9時から閉園時間 15分後までご利用いただける無料の駐車場がございま

すので、そちらをご利用ください。 

駐車場からの移動が困難な場合、入口前(多門櫓前)まで車で進入が可能です。 

車を駐車場に移動されない場合は駐車許可証をお渡しいたしますので 

事前に事務所へお申し出下さい。 

入口前での乗降後は北門前への車の移動をお願いいたします。 入口に降車の

後、管理事務所へ駐車許可証を取りにお越しください。駐車の際は駐車許可証

を見える位置にご掲示ください。 

 

二之丸側の奥から詰めて 

お停めください 

石垣側は開けてください 

奥門 

四
足
門 



        二之丸史跡庭園   茶室等利用のご案内 

 

1. 茶室等の概要 

2.  利用申込手順等 

  ① 茶室利用の申込 

② 茶室利用予約の確定 

③ 「茶室利用許可申請書」記入の注意点 

④ 茶室利用料金 

➄ 茶室の申込時期 

⑥ キャンセルポリシーについて 

⑦ 退室時チェックシートについて 

⑧ 駐車場について 

 

3. 使用上の注意事項 

 

4. 利用のご遠慮 

 

 

  

  



   

 

1. 茶室等の概要 

二之丸史跡庭園では下記の 3 室をお貸し出し致します。 

1. 観恒亭・・・127 ㎡  ８帖座敷、水屋５帖、入側 5 帖と 6 畳、寄付 6 帖、台所 18 ㎡ 

          ３帖半目の小屋 9 ㎡ エアコン 4、トイレ洋 3（室内 2 庭 1）、洗面あり 

2. 聚楽亭・・・54 ㎡   8 帖の座敷、水屋４帖、入間 24 ㎡ エアコン 1 

3. 勝山亭・・・29 ㎡   7.5 帖の座敷、入間 9 ㎡ 

4. 庭 園・・・15,572 ㎡ 園内の一定以上の面積を 

         占有する場合は申請が 

         必要です。 

 

 

 

 

2. 利用申込手順等 

① 茶室利用の申込 

茶室のご利用については電話での仮予約の後、「茶室利用許可申請書」をご提出いただきます。 

※空き状況はお電話かホームページのカレンダーでご確認いただけます。 

  尚、毎月ご利用される方は、月単位での申込も可能とします。 

「茶室利用許可申請書」は、メール・FAX でご提出をお願いいたします。 

お問い合わせ（受付時間 9 時～17 時） 

電話 089-921-2000 FAX 089-921-2134 

メール ninomaru@lesp.co.jp 

 

② 茶室予約の確定 

  電話での仮予約→利用日 3 日前までに「茶室利用許可申請書」ご提出→審査後、予約確定と 

いたします。 

  尚、毎月ご利用される方は、月単位での申込も可能とします。 

 

③「茶室利用許可申請書」記入の注意点 

「茶室利用代表者」「使用日時」「使用施設」「使用目的」欄 

代表者の住所、電話番号(日中ご連絡のつく番号)、申請者氏名（団体名）、及び使用目的と 

使用人数を必ずご記入下さい。 

「特記事項」 

  茶室備品の使用等、利用にあたって特記事項がございましたら、ご記入下さい。 

 

④ 茶室利用料金  

利用料金は「現金」で当日のお支払いとなります。 

当日、ご利用前に事務所で利用料金をお支払い下さい。 

勝山亭 

聚楽亭 

観恒亭 

mailto:ninomaru@lesp.co.jp


   

 

 

観恒亭と聚楽亭のエアコンを使用される場合は別途使用料(施設使用料の3割)をご負担頂きます。 

ご使用時間を過ぎた場合は追加料金が発生しますのでご注意下さい。 

※ご使用の時間帯は準備及び現状確認にかかる入退室の時間を含みます。  

 

⑤ 茶室の予約申込時期 

利用申込の受付は 1 年前から受付致します。 

利用日 3 日前までにお申し込みの手続きを行ってください。 

 (※初めてのご利用の場合、審査に時間が掛かりご利用いただけない場合がございます。 

出来るだけ早いお申し込みをお願いいたします。) 

   

⑥ キャンセルポリシーについて 

申請を提出後、キャンセルが生じた場合には原則として次のキャンセル料を頂きます。 

  利用前日迄   無料 

  利用日当日   茶室使用料の 100％ 

    

⑦ 退出時チェックシートについて 

 建造物・設備・備品などの破損確認のため退出時にチェックシートをご記入いただきます。 

 茶室や備品等を破損された場合は速やかに事務所までお知らせ下さい。 

 

⑧ 駐車場について 

 午前 9 時から閉園時間 15 分後までご利用いただける無料の駐車場がございます。 

普通車 31 台が駐車出来ますがご利用台数に限りがございますので、満車の場合は周辺の 

有料駐車場をご利用下さい。 

駐車場からの移動が困難な場合、入口前(多門櫓前)まで車で進入が可能です。 

車を駐車場に移動されない場合は駐車許可証をお渡しいたしますので 

事前に事務所へお申し出下さい。 

入口前での乗降後は北門前への車の移動をお願いいたします。  

 

 

3. 利用上の注意事項 

 （1）利用者等の故意又は過失による建造物や備品に破損や汚れ等、損害賠償が発生する 

場合がありますのでご注意下さい。 

 （2）ゴミは、使用者の責任において処理をお願いいたします。 

 （3）利用目的が判明できない場合は茶室の利用をお断りする場合があります。 

（4）利用の変更やキャンセルが発生した場合は必ず事務所にご連絡下さい。   

 （5）貴重品は各自で管理して下さい。万一盗難などの事故が発生した場合は責任を負いかねます。 

 （6）爆発物、危険物の持込は禁止いたします。また、火気の持込も禁止いたします。 



   

 

  

4. 利用のご遠慮 

 （1）建物内は喫煙をご遠慮下さい。 

 （2）無断キャンセル 3 回で、以後のご予約をお断りさせて頂く場合があります。 

 （3）「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条」に定める 

暴力団の利用と認められる場合。 

（4）宗教・政党の宣伝や公序良俗に反すると認められる場合。                        

 

                           松山城総合事務所 

                           二之丸・堀之内管理事務所 

                            愛媛県松山市丸之内 5 番地 

                               電話 089-921-2000 

                               FAX 089-921-2134 

                            E-mail：ninomaru@lesp.co.jp 



第 1 号様式（第 4 条関係） 

令和   年  月  日 

松山城二之丸史跡庭園茶室等使用許可申請書 

（宛先）            

 指定管理者 株式会社レスパスコーポレーション 
 二之丸・堀之内管理事務所 所長                         

次のとおり松山城二之丸史跡庭園の茶室等の使用許可を申請します。なお、使用に際しては、 

松山城二之丸史跡庭園条例及び同施行規則に定めるところを固く守ります。 

住所（法人の場合は事務所の所在地）（電話         ） 

 

受

付 

第     号 

  年  月  日 

氏名（法人の場合は名称と代表者名） 

 

申請者名 

 

受

付 

第     号 

  年  月  日 

使用日時 

令和  年  月  日  時  分から 

               時  分まで 

使用施設                

会の名称 

使用目的       使用人員             人 

使用器具 

施 設 名 

使       用       料 

午    前 午    後 夜    間 

午前 9 時～正午 正午～午後 4 時 30 分 午後 4 時 30 分～午後 7 時 

観 恒 亭 3,000 円 5,000 円 4,000 円 

聚 楽 亭 2,000 円 3,000 円 2,500 円 

勝 山 亭 1,500 円 2,500 円 — 

庭 園 1 回  7,000 円 

使 用 料 の 内 訳 納 付 番 号 納 付 年 月 日 納 付 金 額 合  計 

基本使用料 

円 

 
：  ： 

 

円 

円 

冷暖房使用料 

円 

 
：  ： 

 

円 

上記の使用を許可して

よろしいか。 
 

 



第 1 号様式（第 4 条関係） 

  令和〇年 ○○月 ○○日 

松山城二之丸史跡庭園茶室等使用許可申請書 

（宛先）            

 指定管理者 株式会社レスパスコーポレーション 
 二之丸・堀之内管理事務所 所長                          

次のとおり松山城二之丸史跡庭園の茶室等の使用許可を申請します。なお、使用に際して

は、松山城二之丸史跡庭園条例及び同施行規則に定めるところを固く守ります。 

住所（法人の場合は事務所の所在地） （電話 089-921-2000） 

愛媛県松山市丸之内 5 番地 

受

付 

第     号 

  年  月  日 

氏名（法人の場合は名称と代表者名） 

二之丸・堀之内管理事務所 

申請者名 

松山 よしあき 

受

付 

第     号 

  年  月  日 

使用日時 

令和〇年  ○○月  ○○日   9 時 00 分から 

      12 時 00 分まで 

使用施設 

□観恒亭    □聚楽亭    □勝山亭    □庭 園 

会の名称   二之丸よしあき撮影会 

使用目的  前撮り写真撮影のため 使用人員  5 人 

使用器具 

施 設 名 

使       用       料 

午    前 午    後 夜    間 

午前 9 時～正午 正午～午後 4 時 30 分 午後 4 時 30 分～午後 7 時 

観 恒 亭 3,000 円 5,000 円 4,000 円 

聚 楽 亭 2,000 円 3,000 円 2,500 円 

勝 山 亭 1,500 円 2,500 円 — 

庭 園 1 回  7,000 円 

使 用 料 の 内 訳 納 付 番 号 納 付 年 月 日 納 付 金 額 合  計 

基本使用料 

円 

 
：  ： 

 

円 

円 

冷暖房使用料 

円 

 
：  ： 

 

円 

上記の使用を許可して

よろしいか。 
 

 

記入例 

申請日をご記入ください 

レ 

日中にご連絡がつく 

番号をご記入ください 

茶室前に掲示

する名称を 

ご記入ください 


